
定期監査等の結果に係る措置等の状況通知＜定期監査等報告書（平成２３年３月２３日）分＞

○定期監査

番号 部 課 ページ 件名 内容
①措置等の

状況
②発生原因

③措置内容
③検討中の理由
③措置等を講じない理由

④組織としての再発防止策又は改善策等

1 総合企
画部

企画課 2 収入事務について

 現金出納員に任命されていない職員によって、現金の納入がさ
れていた。 A　措置済／

実施済

市民意識調査報告書や総合計画図書の販売
による現金の納入業務において、当初は1人
の現金出納員で対応可能と考えていたが、休
暇などで複数人必要な場合があったため。

至急人事課に現金出納員を1名追加申
請をした。

現金の取扱いをする可能性がある職員は、全て年度当初
に現金出納員として人事課に報告する。

2 経営政
策本部

環境モデ
ル都市推
進課

2 収入事務について

低炭素社会推進基金への寄附について、寄附採納の手続がさ
れていないものがあった。また、寄附採納がされていたものも寄
附採納の手続後に調定すべきところ、調定決定が先に行われて
いた。

A　措置済／
実施済

寄附採納手続について、担当職員の認識不
足及び監督職員の確認不足であった。

・寄附採納の手続がされていない案件に
ついては、直ちに寄附採納の決定を行っ
た。
・調定後に寄附採納が行われていた案
件については、直ちに寄附採納の決定
日を調定前の日付に是正した。

寄附採納手続についてマニュアル化するとともに、職員に
周知を図った。

3 都市整
備部

都市整備
課
（土橋区画
整理事務
所）

2 収入事務について
電柱に係る行政財産目的外使用料の調定及び請求において、
年度当初に行うべきものが9月末に行われていた。

A　措置済／
実施済

前担当者、担当係長ともに４月に異動してしま
い、事務処理についての引継ぎがきちんとさ
れていなかった。

９月末に請求を行っていたため、入金に
ついて確認をした。

調定及び請求行為について、事務処理方法・実施時期等
の引継マニュアルを作成した。

4 市民部 市民課 2 収入事務について

 「税関係諸証明等手数料（支所分）」において、誤った金額で決
定された4月分の調定額を訂正（減額）する調定決定が行われ
ていなかった。 A　措置済／

実施済

調定額は、市民課及び各支所からの報告金
額と入金済額（課別収入リストによる）の突合
ののち、決定している。今回、報告額（支所
分）の間違いを発見したので、調定伝票起票
確認書（会計管理者への通知行為）は正しい
金額で行ったが、調定額を間違ったままで決
定してしまった。

報告書を正しいものに差し替え、減額調
定を行った。
報告書の提出の際は、報告額と納入済
通知書の額を確認後に提出するよう、
誤った支所については再度指導した。

調定決定額と調定伝票起票確認書の額は必ず同じである
ため、調定決定額の累計を調定決定書に毎月記入し、調
定伝票起票確認書の累計額との照合を決裁時に予算担
当係長が行い確認する。

5 社会部
生涯学習
課

3 収入事務について

「5月分生涯学習課諸収入（交流館複写機・印刷機使用料）」に
おいて、原符で確認した合計金額と違う報告書の金額で入金、
調定決定されていた。
〔誤〕145,325円　〔正〕145,335円

A　措置済／
実施済

・徴収簿と原符の突合作業を忘れてしまった。
・金融機関に入金前に現場に残っている残金
の確認を怠ってしまった。

原符の内容と徴収簿、現場に残っている
現金の残金を確認し、１０円が残ってお
り、納入もれであることが判明。
速やかに、金融機関へ納入した。

・現金管理の適正化について、交流館職員に周知徹底す
る。
○ 交流館職員に対する研修
内容：①原符・徴収簿、現金の突合作業の徹底、現金管
理方法の見直し②突合作業の二重チェック化（複数の担
当者で複数回チェックする。）
○ 研修内容の明文化（交流館事務手引書の改訂）

6 社会部
生涯学習
課

3 収入事務について

シルバー人材センター職員（市派遣職員）が現金出納員として
任命されていた。

A　措置済／
実施済

平成２１年度からヤングオールド･サポートセ
ンター業務をシルバー人材センターに委託す
る際、生涯学習課と人事課との協議において
派遣職員には市職員の身分のまま出向させ
る旨の見解が示されたため現金出納員に任
命した。

平成２３年度から生涯学習課職員を現
金出納員を任命した。

法律上、現金出納員になり得る職員を任命するように徹底
させる。

7 社会部
交通安全
課

3 収入事務について

「交通指導員雇用保険被保険者負担金」において、平成22年3
月分の費用弁償額から計算した金額は平成21年度の歳入とす
べきところ、平成22年度の歳入となっていた。

A　措置済／
実施済

職員の認識誤りにより処理してしまった。 ・平成２２年３月分の処理については、出
納閉鎖後のため修正不能であった。
・平成２３年３月分については、平成２２
年度の歳入として処理した。

年度替りにおける会計事務を適正に行うよう課内で周知
徹底するとともに、検討者及び決定者における点検を強化
する。

8 社会部
防災防犯
課

3 収入事務について

電柱に係る行政財産目的外使用料について、平成21年度に調
定及び請求をすべきものが平成22年度に行われていたものが
あった。 A　措置済／

実施済

電柱等に係る使用料の徴収については、管財
課にて一括徴収していたが、平成２１年度か
ら各所属が個別に徴収するよう事務内容が変
更されている。この徴収方法の変更について
課内の周知が図れておらず、２１年度に徴収
することができなかった。

行政財産目的外使用（電柱等）の使用
料の内容を確認し、過年度（２１年度分）
分と２２年度分を合わせた金額にて調定
決定し、Ｈ２２年度収入として、徴収した
（気付いた時期が、Ｈ２１年度の出納閉
鎖後であったため）。

年度当初に担当者を中心に課内で確認事項として周知徹
底を図ります。
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9 都市整
備部

都市整備
課

3 補助金交付事務に
ついて

交付決定後速やかに行うべき支出負担行為決議が、予備監査
実施時点において起票されていないものがあった。
・まちづくり助成事業補助金（交付決定日：平成22年5月14日、
予備監査実施日：平成22年11月22日）　ほか1件

A　措置済／
実施済

補助金交付決定通知（予算執行伺）の決裁
後、財務オンラインでの支出負担行為決議を
すぐに起票しなかった。

定期監査指摘後、直ちに支出負担行為
決議を行った。

今回の改善措置内容を課内に周知するとともに、今後、予
算執行伺決定後は予算執行伺の起案責任者が支出負担
行為を行うよう責任の所在を明確にした。

10 都市整
備部

建築住宅
課

3 補助金交付事務に
ついて

交付決定後速やかに行うべき支出負担行為決議が、予備監査
実施時点において起票されていないものがあった。
・豊田市中心市街地共同住宅供給事業費補助金（交付決定日：
平成22年5月20日、予備監査実施日：平成22年11月29日）

A　措置済／
実施済

予算決算会計規則の確認を怠ったため。 支出負担行為を行った。 会計に関する事務を行う際に、予算決算会計規則を確認
する。

11 都市整
備部

建築相談
課

3 補助金交付事務に
ついて

「豊田市ブロック塀等撤去奨励補助金」の交付決定に使用して
いる調査票の決裁欄において、課長決定印漏れのまま、交付決
定及び決定通知が発送されていた。 A　措置済／

実施済

補助金の交付決定書（予算執行伺）の決裁に
併せて調査票の決裁を行っており、調査票が
交付決定書の中に綴じてあるため、交付決定
書の決裁で調査票の決裁が終了したと勘違
いしたために、調査票の決裁欄の押印が漏れ
てしまった。

定期監査の指摘後、速やかに調査票の
押印漏れの事実を課長に報告し、決裁
欄に課長印を押した。

調査票の決裁行為は不要とし、交付決定書の決裁に調査
票も含むものとするように書式を見直した。

12 都市整
備部

建築住宅
課

3 補助金交付事務に
ついて

「豊田市中心市街地共同住宅供給事業費補助金｣において、予
算執行伺書に財政課の合議がなされていなかった。

A　措置済／
実施済

職務権限規程の確認を怠ったため。 財政課の合議を行った。 決定書の起案に際し、職務権限規程を確認する。

13 社会部 高橋支所 3 補助金交付事務に
ついて

「自治区防犯灯設置費補助金」において、交付要綱に「設置間
隔は、見通しのきかない場合を除き、おおむね３０ｍ以上とす
る。」と規定されているが、設置間隔の確認がされていなかっ
た。

A　措置済／
実施済

既設防犯灯との設置間隔が分かる地図等の
添付がない申請については、電柱への設置
は基本的に電柱の間隔がおおむね３０ｍ以上
あるため、問題なしという認識で申請を受理。
また、ポールによる防犯灯の設置について
は、申請者への口頭による確認で受理したた
め。

申請された防犯灯近くの既設防犯灯位
置の確認により、設置間隔は適正であ
り、その旨を決裁書類に加筆済み（平成
２３年１月から措置）

設置する防犯灯近くの既設防犯灯の位置情報を必ず添
付・記載するよう申請者に徹底するとともに、不明瞭な申
請については、申請者への聞き取りと現場確認を実施し、
決裁書類に確認済みのチェック欄を設けるよう改善する。

14 社会部 松平支所 3 補助金交付事務に
ついて

「自治区防犯灯設置費補助金」において、交付要綱に「設置間
隔は、見通しのきかない場合を除き、おおむね３０ｍ以上とす
る。」と規定されているが、設置間隔の確認がされていなかっ
た。

A　措置済／
実施済

５月開催の松平地区区長会での「地域運営の
手引」の説明において、防犯灯設置費補助の
留意点を説明し、原則３０ｍ以上の設置間隔
は、各自治区に周知できていると認識してい
た。申請書受理の際にも口頭での確認にとど
まっていた。

申請時添付の位置図に隣接する既設防
犯灯の位置を記入している。平成22年度
末から防犯灯台帳・位置図により既設の
防犯灯との間隔・配置状況を確認し、申
請書に確認済みのチェックを入れること
により設置間隔の確認を行っている。

補助制度の説明や口頭での確認に満足せず、申請時に
既設位置の記入も求め、整備された台帳等でのチェックと
確認済みの記入を行い、必要に応じて現場確認等を実施
している。

15 社会部
交通安全
課

3 補助金交付事務に
ついて

「豊田市幼児２人同乗用自転車購入費補助金」において、補助
対象外経費（値引き分）を含んだ金額で交付決定がされていた。
　〔誤〕26,800円　〔正〕26,400円

A　措置済／
実施済

一部の自転車販売店において値引き分が含
まれていることを認識せず、事務処理を進め
補助金を交付してしまった。

全件調査後、対象となる申請者に説明を
行い、誤って交付した補助金を返還させ
た（平成23年2月戻入処理済み。計3
件）。

申請書の受付時におけるチェックシート作成し、適正な受
付事務が行われるよう課内で周知徹底した。

16 経営政
策本部

環境モデル
都市推進
課

3 委託業務について

「豊田市エコドライブ宣言ウェブサイト保守管理業務委託」にお
いて、委託料の支払は年2回（9月、3月）とされているが、9月に
支払われるべき委託料が予備監査実施時点（平成22年11月18
日）においても支払われていなかった。

A　措置済／
実施済

受託者からの請求がなく、また、市も契約内
容（仕様）の確認を怠っていたため、受託者に
対して催促を行っていなかった。

受託者に対して、請求の催促を行った
後、提出された請求書に基づき支払手
続を実施した。（請求日：平成22年11月
30日）

今回の事例を課内で共有するとともに、実施している全て
の委託事業について、契約内容（仕様）の再確認を行っ
た。

17 総務部 人事課 3 委託業務について

情報セキュリティの確保に関する特記事項を付している場合に
提出を求めるべき書類（要員名簿及び誓約書）が未提出となっ
ていたものがあった。
（要員名簿及び誓約書の未提出）
・非常勤職員管理システム保守委託

A　措置済／
実施済

担当者の認識不足により、委託業者に提出を
求めるべき書類を確認していなかった。

委託業者へ未提出書類を請求し、後に
受理しました。

必要な提出書類の確認の徹底を図ります。

18 市民部 市民課 3 委託業務について

情報セキュリティの確保に関する特記事項を付している場合に
提出を求めるべき書類（要員名簿及び誓約書）が未提出となっ
ていたものがあった。
（要員名簿及び誓約書の未提出）
・駅西口サービスセンター清掃業務委託

A　措置済／
実施済

松坂屋内の豊田市所管の６施設の清掃業務
委託契約は関係課が毎年交代で取りまとめて
いる。２２年度は市民課となっていたが提出さ
せるのを忘れてしまい、各所管課も気付か
ず、そのままにしてしまった。

・要員名簿と誓約書を提出させ、確認し
た。
・各所管課に要員名簿と誓約書の原本
は２２年度取りまとめ課（市民課）にて保
管する旨の文書を送付し、各所管の契
約書にコピーを添付した。

委託事務とりまとめ担当課が委託契約プロセス確認表に
より確認し、原本は取りまとめ課（２３年度は商業観光課）
が保管することをルールとして関係課に周知する。

－ 2 －



番号 部 課 ページ 件名 内容
①措置等の

状況
②発生原因

③措置内容
③検討中の理由
③措置等を講じない理由

④組織としての再発防止策又は改善策等

19 建設部 街路課 3 委託業務について

情報セキュリティの確保に関する特記事項を付している場合に
提出を求めるべき書類（要員名簿及び誓約書）が未提出となっ
ていたものがあった。
（要員名簿及び誓約書の未提出）
・豊田市土地開発基金管理システムソフトウェア保守業務委託

A　措置済／
実施済

予算執行伺作成時情報保護項目が未確認で
あった。

情報保護に関する特記事項を確認後、
直ちに要員名簿、誓約書の提出とともに
契約書に添付した。

委託契約プロセス確認表（小規模委託用）の活用と、２名
以上の確認により業務を進めるよう課員全員に周知徹底
した。

20 総務部 管財課 4 委託業務について

情報セキュリティの確保に関する特記事項を付している場合に
提出を求めるべき書類（要員名簿及び誓約書）が未提出となっ
ていたものがあった。
（要員名簿の未提出）
・南庁舎免震構造維持管理委託

A　措置済／
実施済

委託者及び受託者双方による契約内容の確
認不足であった。

予備監査指摘以後、受託者に対して要
員名簿の提出を依頼した。

今後は、契約図書の内容に基づき、提出書類に関して監
督員の確認、決裁時の係長の再確認の二重チェックを必
ず行うことにした。なお、平成２２年４月５日から情報システ
ム（業務用パソコン等）を使用しない業務では、「情報セ
キュリティの確保」を適用しないことになったため提出が不
要となる。

21 総務部 管財課 4 委託業務について

情報セキュリティの確保に関する特記事項を付している場合に
提出を求めるべき書類（要員名簿及び誓約書）が未提出となっ
ていたものがあった。
（誓約書の未提出）
・豊田市役所庁舎空気清浄機（トルネックス）保守点検委託　ほ
か3件

A　措置済／
実施済

委託者及び受託者双方による契約内容の確
認不足であった。

予備監査指摘以後、受託者に対して誓
約書の提出を依頼した。

今後は、契約図書の内容に基づき、提出書類に関して監
督員の確認、決裁時の係長の再確認の二重チェックを必
ず行うこととした。なお、平成２２年４月５日から情報システ
ム（業務用パソコン等）を使用しない業務では、「情報セ
キュリティの確保」を適用しないことになったため一部を除
きほとんどの業務で提出が不要となる。

22 総務部 人事課 4 委託業務について
予算執行伺書の監督員及び検査員氏名欄、確認欄が空欄と
なっており、任命決定がされていないものがあった。
・非常勤職員管理システム保守委託

A　措置済／
実施済

担当者の確認不足により任命決定の行為を
忘れていた。

内部決定の処理をしました。 必要な処理の確認の徹底を図ります。

23 総務部 財政課 4 委託業務について
予算執行伺書の監督員及び検査員氏名欄、確認欄が空欄と
なっており、任命決定がされていないものがあった。
・新地方公会計制度対応財務諸表作成システム保守業務委託

A　措置済／
実施済

４月１日契約のため前年度担当者が予算執
行伺書を作成し、新年度担当者に引き継いだ
が、新年度担当者が記載を忘れていた。

１１月９日に監督員欄等を記入し、任命
者である所属長が決定を行った。

事務引継書に予算執行伺書の項目を追加し、監督員及び
検査員氏名欄、確認欄を記入することを明記し、再発防止
策を講じた。

24 総務部 管財課 4 委託業務について

予算執行伺書の監督員及び検査員氏名欄、確認欄が空欄と
なっており、任命決定がされていないものがあった。
・豊田市役所受付案内業務及び電話交換業務委託（長期継続
契約）　ほか1件

A　措置済／
実施済

単なる監督員及び検査員氏名欄の記載漏れ
と決裁漏れであった。

監督員及び検査員氏名欄を記入し任命
の決定を受けた。

今後は、委託業務契約事務において委託契約プロセス確
認表を利用するなど未整備書類がないように徹底する。

25 建設部 建築相談課 4 委託業務について

予算執行伺書の監督員及び検査員氏名欄、確認欄が空欄と
なっており、任命決定がされていないものがあった。
・特殊建築物等定期報告指導業務委託 A　措置済／

実施済

本委託業務の契約期間は４月１日からとなっ
ており、予算執行伺書は前年度に起案、決定
され、検査員及び監督員は新年度に決定して
決裁することになる。担当職員の人事異動に
よる影響もあり、決裁することなく書類を綴じ
てしまった。

定期監査の指摘後、速やかに検査員、
監督員の記入漏れの事実を所属長（決
定者）に報告し、予算執行伺書に検査
員、監督員を記載し、所属長（決定者）の
決裁を行った。

年度をまたいだ書類の決裁者、起案責任者は書類の未処
理内容を事務引継ぎ書に記載し確実に後任に引き継ぐ。

26 総務部 管財課 4 委託業務について

「公用車・職員駐車場草刈委託（1,529,199円）｣において、契約締
結決定書が作成されていなかった。 A　措置済／

実施済

主管課発注であったため契約締結決定書を
作成し忘れた。

契約締結決定書を作成した。 今後は、委託業務契約事務において委託契約プロセス確
認表を利用するなど未整備書類がないように徹底する。ま
た、契約管理システムの運用開始により作成漏れが防止
できる。

27 環境部 環境保全課 4 委託業務について

業務着手後速やかに提出すべき委託業務届出書の工程表が未
提出となっていたものがあった。
・ダイオキシン類常時監視調査業務委託　ほか1件

A　措置済／
実施済

業務着手後速やかに委託業務届出書の提出
があったが、工程表の添付がなかったのを担
当が見落とした。

予備監査での指摘後すぐに工程表を提
出させた。

工程表の未提出を見落とした点について反省し、係長・検
査員で再チェックを行う。
今後他の委託業務においても適正な管理をするよう周知
徹底した。
朝礼においても、工程表提出について説明した。

28 建設部 河川課 4 委託業務について
業務着手後速やかに提出すべき委託業務届出書の工程表が未
提出となっていたものがあった。
・家下川樋門清掃及び点検操作業務委託　ほか7件

A　措置済／
実施済

各自治区による月１回の清掃と作動確認点検
であるため、工程表の提出を求めなかった。

工程表を提出してもらった。 委託業務における、提出書類の周知徹底する。また、書
類チェックシートを契約時から使用し、担当・係長・副主幹
による、提出書類の確認を行う。
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29 環境部 ごみ減量推進 4 委託業務について

産業廃棄物の処理の委託時等に、豊田市産業廃棄物の適正な
処理の促進等に関する条例・規則に基づく、排出事業者による
委託業者の処理能力等の確認が行われていないものがあっ
た。
・名鉄三河線三河八橋駅前公衆トイレ廃棄物処理業務委託

A　措置済／
実施済

平成２２年３月２５日付け「産業廃棄物処理業
務委託における地方自治法上の契約締結後
の手続について」において委託業者の処理施
設、能力等の確認のチェックシート（写）を契
約課から提供を受けた。その後、所管課が契
約締結日以前に作成する「聴取用チェック
シート」の作成がされていなかった。

速やかに聴取用チェックシートを作成し
た。また、契約後に必要な処理施設、能
力等の確認については、現地確認を実
施した。

今後は課で発生する産業廃棄物処理委託契約を要する
委託については、契約締結日以前に「聴取用チェックシー
ト」を必ず作成し、年度内に必ず現地確認を実施すること
を職員全員に意識付けを行う。

30 建設部 街路課 4 委託業務について

産業廃棄物の処理の委託時等に、豊田市産業廃棄物の適正な
処理の促進等に関する条例・規則に基づく、排出事業者による
委託業者の処理能力等の確認が行われていないものがあっ
た。
・清掃事業所汚泥処理業務委託

A　措置済／
実施済

街路課の通常業務において、自課が産業廃
棄物の排出事業者となる業務委託を発注して
おらず、施設管理に関し不慣れであったが、
管理移管をするまでの暫定的な措置として、
街路課が公衆トイレを管理をすることとなった
ため、｢豊田市産業廃棄物の適正な処理の促
進等に関する条例｣第11条第2項に基づく産業
廃棄物の処理状況の定期的な確認を認識し
ておらず、怠ってしまった。

産業廃棄物の処理委託契約を締結して
いる業者の処理施設を｢廃棄物処理委
託先チェックシート｣を基に状況確認をし
た。

産業廃棄物の処理業務委託を締結した場合に必要となる
｢産業廃棄物の処理状況の定期的な確認｣について、文書
により課内に周知を図り、毎月末の報告書提出時、完了
検査時に状況確認の有無をチェックできる体制を整える。

31 環境部 ごみ減量推進 4 委託業務について

「勘八不燃物処分場汚水処理施設維持管理業務委託」におい
て、次のような不適切な事務処理があった。
・下請承認願に対する承認決定が行われていなかった。
・下請承認願がされた業務（脱水汚泥の収集運搬、清掃、草刈、
警備）に関する工程表が未提出となっていた。

A　措置済／
実施済

担当者による承認欄の記載漏れ。
担当者による確認漏れ。下請承認願の受領
の際に工程表の提出確認をしていなかったた
め。

承認欄の記載を行いました。
請負者に下請業務の工程表の提出を指
示し、受領しました。

事務手引の再確認を行うとともに、事務手続の確認を入
念に行うよう徹底する。

32 都市整
備部

都市再開発 4 委託業務について

「駅前通りまちづくり事務所清掃業務委託」の委託業務届出書
の工程表において、業務内容が誤っていた。
〔誤〕プール管理委託　〔正〕清掃委託

A　措置済／
実施済

請負者から委託業務届出書が提出されたが、
市側の確認が不十分であった。

請負者から訂正した委託業務届出書を
再提出させた。

所属において、提出書類の内容確認をチェックシートで確
実に行うよう改善した。
また、請負者に対しては、提出書類の内容確認の徹底を
指導した。

33 社会部 上郷支所 4 委託業務について
予定価格50万超となる業務委託において、監督記録が作成さ
れていないものがあった。
　・うねべ里山竹木伐採委託　ほか1件

A　措置済／
実施済

支所における委託業務の発注件数も少なく、
委託業務において監督記録を作成するという
認識がなかった。

予備監査での指摘後、早急に監督記録
を作成し、一連書類とともに保管した。

委託業務における事務手続の流れを今一度再確認し、職
員に対して周知徹底を図る。

34 社会部 生涯学習課 4 委託業務について

仕様書に定めた支払時期に、支払がされていないものがあっ
た。
・豊田市ものづくりサポートセンター管理運営業務委託 ほか2件

A　措置済／
実施済

・遅れていたもの
受託者からの請求が仕様書の支払月である
月末（例：4月末）であったため、実際の支払日
が翌月（例：5月）となってしまった。
・早かったもの
受託者からの請求が早めに到達したため、そ
のまま調書を作成し仕様書の支払月よりも早
い支払をしてしまった。

支払済みであり記載事項なし 仕様書の支払月の月初めに請求書を提出することを受託
者と確認するとともに、今後は仕様書に沿った支払をす
る。

35 建設部 地域建設課 4 委託業務について

「矢作川時瀬公園公衆便所清掃管理業務委託」において、起票
された支出負担行為伝票の細節が誤っていた。
〔誤〕13-04（その他委託料）　〔正〕13-01（公社協会等委託料）

A　措置済／
実施済

前年度までは民間委託であり１３－０４（その
他委託料）で予算措置がされていたため、今
回相手先は変更したが予算項目については、
前年度の細節でそのまま伝票を作成してし
まった。

伝票を取り消して、正しい細節１３－０１
（公社協会等委託料）で伝票を作成し、
決裁を行ないました。

伝票作成時において、予算書の予算項目を毎回確認しま
す。また、民間委託と公社協会等への委託における細節
の取扱いを改めて課員全員に指導し、再発防止を図りっ
た。

36 都市整
備部

都市整備
課
（土橋区画
整理事務
所）

5 公有財産の管理に
ついて

移転者用仮倉庫用地の土地賃借料計算において、面積の小数
点以下を切り上げるべきところをそのまま計算したため、賃借料
が594円少なく支払われていた。
〔誤〕552,910円　〔正〕553,504円

A　措置済／
実施済

面積の小数点以下を切り上げるという規定を
失念したことによる。

地権者へお詫びし、差額５９４円を支
払った。

情報（使用料等の計算方法の取決め等）を共有化し、以後
適正に処理を行う。
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37 都市整
備部

建築住宅課 5 公有財産の管理に
ついて

管理する市営住宅の建物において、解体したにもかかわらず、
異動後速やかに管財課へ提出すべき建物異動報告書が、遅れ
て（平成22年8月13日）提出されていたものがあった。
・ナハテ住宅第１（1棟 46.92㎡　平成20年12月26日解体）　ほ
か5件

A　措置済／
実施済

解体を実施する職員と財産管理を行う職員が
異なるため、連絡・調整が不十分であった。

建物異動報告書は遅れたが提出済（平
成22年8月13日）

財産管理の担当者が注意を払い、確実に処理する。

38 都市整
備部

建築住宅課 5 公有財産の管理に
ついて

管理する市営住宅の土地において、売却済みにもかかわらず、
異動後速やかに管財課へ提出すべき土地異動報告書が、遅れ
て（平成22年8月13日）提出されていたものがあった。
・竹ノ下住宅（稲武町竹ノ下12番11　43.50㎡　平成22年3月8日
国道用地として売却）　ほか2件

A　措置済／
実施済

本件については、年度末に処分を行ったた
め、新年度に異動報告することとしていた。報
告後、課に配布される台帳や情報ＤＢに反映
されるのは次年度以降との認識から、事務に
支障がなく、本件の８月時点の報告が遅れて
いるとの認識がなかった。

土地異動報告書は遅れたが提出済み
（平成22年8月13日）。

土地の異動に係る一連の処分事務と併せて行う。

39 建設部 幹線道路推 5 公有財産の管理に
ついて

管理する「（仮）国道153号代替用地（東梅坪町10丁目5番30他
2筆）」において、平成22年2月5日に売却済みにもかかわらず、
異動後速やかに管財課へ提出すべき土地異動報告書が作成さ
れていなかった。

A　措置済／
実施済

管財課へ登記依頼をし、所有権移転登記も済
んだため、異動も済んだものと思い、土地異
動報告書の提出を忘れたものである。

土地の異動がされていないことが発覚し
た時点（平成22年12月15日付け）で土地
異動報告書を管財課へ提出した。

公有財産担当者を選任し、チェック体制を強化し、確実な
実施を図る。

40 総合企
画部

企画課 5 物品について
備品の壁面書架９連（備品番号C-00-00379）は、物品出納簿上
の保管場所が企画課となっているが、実際は南庁舎5階の映写
室にあった。

A　措置済／
実施済

職場のレイアウト変更の際、映写室に移動さ
せたが、物品管理簿にはそのままになってい
たため（記載間違い）。

物品出納簿を修正した。 物品を移動する際には、物品出納簿の保管場所と照らし
合わせて適正に管理する。

41 社会部 高橋支所 5 物品について

備品の管理において、次のような状況が見受けられた。
・物品出納簿上の備品の保管場所と実際の保管場所が違って
いた。
・物品は既に廃棄されているにもかかわらず、物品出納簿上の
処理がされていなかった。
・豊田市物品管理規則第10条に規定する備品シールが貼付さ
れていなかった。

A　措置済／
実施済

・備品の保管場所変更の際に、物品出納簿の
修正を忘れていた。
・備品であることを認識せずに廃棄してしまっ
た。
・現物確認をした際に、備品シールがないもの
について、物自体があることのみ確認しただ
けで備品シールを再作成していなかった。

・物品出納簿の保管場所を修正し、修正
後の出納簿を使用し再度現物確認をし
た。
・前担当者等に経過を確認し、物品出納
簿を処理した。
・備品シールがないものについて再作成
し貼付した。

・指定管理者立会いの下に貸出備品台帳と現物との照合
を行った。今後物品の異動等については適宜報告すると
ともに、年1回現物確認を実施し結果を報告するよう指示し
た。
・指定管理者からの現物確認の結果報告により異動が
あった場合は物品出納簿を修正し、修正後の物品出納簿
を基に再度現物の確認をすることとする。

42 総務部 管財課 5 物品について

保有する物品（357点）のうち、サンプルで抽出して確認したとこ
ろ、豊田市物品管理規則第10条に規定する備品シールの貼付
が行われていない物品（備品番号08－01794ほか22点、いずれ
もハンドル式稼動棚、保管場所：元城仮庁舎）があった。

A　措置済／
実施済

棚自体が、組立製品で元城仮庁舎が一時的
な場所であり、本庁舎に移動する際にも再度
分解し組立てての設置となるため、備品シー
ルの貼付を省略していた。

予備監査指摘以後、現状の状態で備品
シールを貼付した。

今後は、設置場所が一時的なものであっても、適正かつ
効率的に備品を管理するためにも備品シールで所有する
課を明示することにした。

43 社会部 高橋支所 5 物品について

物品出納簿には記載があるが、物品を確認できないものがあっ
た。
・絵画油彩（S-00-21644） A　措置済／

実施済

・事務室から見えない場所に掛けてあったの
で、現物確認するまで紛失したことに気付か
なかった。

・経緯を調査し紛失の決定をとり、物品
出納簿を整理した。

・指定管理者立会いの下に貸出備品台帳と現物との照合
を行った。今後物品の異動等については適宜報告すると
ともに、年1回現物確認を実施し結果を報告するよう指示し
た。
・指定管理者からの現物確認の結果報告により異動が
あった場合は物品出納簿を修正し、修正後の物品出納簿
を基に再度現物の確認をすることとする。

44 建設部 河川課 5 物品について

物品出納簿には記載があるが、物品を確認できないものがあっ
た。
・テレビ（専用台付きG-00-12607）、ビデオデッキ（G-00-12608）

A　措置済／
実施済

平成１６年に廃棄処分をしたが、物品出納簿
への入力を忘れていたため。

過年度減の処理手続を行い、物品出納
簿から削除した。

物品の廃棄処分や新規登録など物品出納簿に関する手
続を徹底し、課内で３名の担当者を選任し、年度当初に物
品出納簿と物品の確認をするとともに物品の適正な管理
に努めるよう課内で周知徹底する。

45 都市整
備部

交通政策課 5 物品について

情報セキュリティの確保に関する特記事項を付している場合に
提出を求めるべき書類（要員名簿及び誓約書）が未提出となっ
ていたものがあった。
・豊田市バス位置情報提供サービスＡＳＰ賃貸借

A　措置済／
実施済

契約時に提出書類の確認がされていなかっ
た。

内容の確認後、直ちに契約の相手方に
連絡し、未提出書類の提出と確認を行っ
た。

担当者は、契約時に契約の相手方と提出書類の有無を必
ずチェックし、係長の確認を受けるように改善。毎週開催し
ている課内打合せ及び朝礼で、所属職員に徹底した。

46 社会部 地域支援課 5 物品について

情報セキュリティの確保に関する特記事項を付している場合に
提出を求めるべき書類（要員名簿及び誓約書）が未提出となっ
ていたものがあった。
・「市民活動情報サイト」システム借入（とよた市民活動センター）

A　措置済／
実施済

当該契約における提出物への認識が薄く、確
認がされていなかった。

相手方に対し、速やかに要員名簿及び
誓約書の提出を求め、提出させた。

契約に関する「提出物チェックリスト」を作成した。
（なお、平成22年度から個人情報及び情報セキュリティ保
護の取扱いが改正となり、書類の提出が不要となった。）

－ 5 －



番号 部 課 ページ 件名 内容
①措置等の

状況
②発生原因

③措置内容
③検討中の理由
③措置等を講じない理由

④組織としての再発防止策又は改善策等

47 都市整
備部

都市整備
課
（土橋区画
整理事務
所）

5 物品について

切手管理台帳は、担当者によりパソコンで作成されているが、当
該ファイルは課内の共通サーバー（共有フォルダ）に保管され、
課内の誰でも上書き修正ができる状態であった。

A　措置済／
実施済

フォルダーでファイル管理することが便利であ
るということで保管していた。

予備監査時に指示されたとおり、フォル
ダーでのファイル管理をやめ、紙出力し
た切手管理台帳に手書きで管理するこ
ととした。

紙媒体の切手管理台帳を当事務所の台帳として、引継ぎ
していく。

48 都市整
備部

建築相談課 5 物品について

「構造計算プログラムシステムの賃貸借契約」において、契約締
結後速やかに行うべき支出負担行為決議の決定がなされてい
なかった。

A　措置済／
実施済

本委託業務の契約期間は４月１日からとなっ
ており、会計担当職員の人事異動による引継
不足及び確認体制の不備により、適正な事務
執行ができていなかった。

定期監査の指摘後、速やかに支出負担
行為決議の決定漏れの事実を所属長に
報告し、決定処理後に所属長が確認し
た。

年度をまたいだ書類の決裁者、起案責任者は書類の未処
理内容を事務引継書に記載し、確実に後任に引き継ぐ。

49 都市整
備部

建築住宅課 6 物品について

保管する切手について、管理簿と実際の在庫枚数に差異があっ
た。また、施錠のできない場所に保管されていた。
切手管理簿  　100円　13枚、62円　4枚、60円　3枚
　 在庫枚数　　100円  15枚、62円　5枚、60円  4枚

A　措置済／
実施済

返信用等に切手を使用したが、残った切手を
所定の場所に返却しなかった。また、切手管
理簿への記載を忘れてしまった。
保管については、業務中はすぐに使用できる
ように常に保管場所から出していた。

使用内容に基づき、物品取扱員である
係長が切手管理簿へ修正記入した。ま
た、物品管理者である所属長が修正を
確認した。
保管方法については、使用時のみ保管
場所から出すようにした。

毎月末に管理簿と切手の残数検査を物品取扱員である係
長が行い、物品管理者である所属長の確認を徹底する。
また、切手の取扱方法について課員全員に周知徹底す
る。

50 社会部 地域支援課 6 物品について
「防犯啓発看板」の物品購入において、契約課依頼案件を部局
購入として扱っていた。

A　措置済／
実施済

物品購入事務における担当者の事務手順の
認識不足と決定者・検討者の確認漏れにより
生じた。

本来依頼すべきであった契約課に対して
事務の誤り及び再発防止策の報告を行
い、確認を得た。

担当者に物品購入事務の手順を熟知させるとともに、複
数人での確認がなされるように、課内にも物品購入事務
手順を周知した。

51 建設部 幹線道路推 6 その他支出につい
て

平成22年7月分県内旅費（集合伝票）において、豊田市職員旅
費規則に定める旅行命令（依頼）票から7月分旅行者別旅費支
給合計表への転記誤りのため、本来支払うべき旅行者ではなく
別の者に支払われていた。

A　措置済／
実施済

8月3日に7月分の旅行命令（依頼）票から旅
行者別旅費支給合計表に転記する時に誤記
入してしまった。

戻入伝票を作成後、再度正しい支出命
令票にて支払（平成23年1月28日）を行っ
た。

旅行者別旅費支給合計表を作成後、確認のため副主幹
にチェックしてもらい、その後係長に決裁してもらうよう
チェック強化が図れるよう改善した。

－ 6 －



○工事監査

番号 部 課 ページ 件名 内容
①措置等の

状況
②発生原因

③措置内容
③検討中の理由
③措置等を講じない理由

④組織としての再発防止策又は改善策等

1 都市整備部 建築住宅課 8 工事監査

 技術士の協力を得て工事監査を行った豊田市立猿投中
学校太陽光発電設備設置工事については、既設の屋外
キュービクルを受変電に使用する設計となっています。
構造上は外周をネットフェンスで囲われ出入口は施錠可
能で、キュービクル本体も施錠可能な構造となっていま
すが、現場監査時においては、高圧危険（注意喚起）の
看板が欠損し、出入口の施錠もされていない状況でし
た。
キュービクルは、高圧の電源が供給されていることから
電気管理者以外が容易に触れられる状態は好ましくない
ため、工事の実施に当たっては、施設管理者に適切な維
持管理に対する指導を行うことが必要です。

A　措置済／
実施済

設計担当者及び工事監理担当者が、注意喚起看板が
欠損している事を見落としてしまい、施設管理者に対
して適切な維持管理の指導を行わなかったため。
また現場監査時においては、校内作業員の方が作業
途中で開錠したまま現場を離れてしまったため開錠さ
れている状況であった。

施設所管課の教育行政課を通じて施設管理
者への指導を行った。
指導の結果、注意喚起看板の設置を行い、施
設管理者から、施錠の徹底を図る旨の通知を
受理した（H23.2.25）。

既設建物については、施設管理者を対象とし
ている平成２３年度建築物についての説明会
で維持管理の徹底を指導する。新たに建設す
る建物については、設計時及び工事監理時に
現場の維持管理状況を確認し、問題点が発見
されたら施設管理者に対して適切な維持管理
の指導を行う。

－ 7 －



○内部統制監査

番号 部 課 ページ 区分 内容
①措置等
の状況

②発生原因
③措置内容
③検討中の理由
③措置等を講じない理由

④組織としての再発防止策又は改善策等

1 産業部 農政課 17 意見1

事務作業の分離について
農振除外事務と農地転用事務についても、可能な限り複
数名で検討することが望ましい。現状、人員不足につき単
独で検討せざるを得ないという事情があるが、ミーティング
で取り上げられた案件など、重要度と難易度を勘案して限
定的にでも担当者区別を実施することが望まれる。

A　措置済
／実施済

定員管理上、農振除外担当者が農地転
用業務を兼務せざるを得ない状況にあり、
事務の効率上、農地転用の判断をしてし
まった。

農振除外案件の審査は平成２２年１１月受付
分から複数名で審査を行っている。また、農
地法上の許可の見込みについては、農振担
除外当職員以外の職員で判断しており、権
限の独立性を確保している。

様式の改善により担当者の明確化を図るとともに、他
の除外担当者が確認することで担当内での情報の共
有を図っている。また、権限の独立性を確保するた
め、農振除外と農地転用の兼務を最低限にとどめる
よう事務配分に努め、判断誤り、指導誤りの防止に努
めていく。

2 産業部 農政課 17 意見2

研修について
基本的な研修はあるものの、研修制度としては確立されて
いない。人材資源の量的な問題上、研修制度の確立には
困難な面もあるが、ミーティング議事録の作成、OJTの推
進等により、新任者の知識向上、課内全体の知識の蓄積
に努めることが望まれる。

A　措置済
／実施済

予算の都合等により外部研修への参加に
は一定の制限がある。その中で最も研修
効果があるものを選択し参加させている
が、単発の研修だけでは十分な知識の向
上を図ることができない。

県や民間団体が主催する農地法等の研修に
職員を派遣し、知識の向上に努めている。ま
た、毎週行っている「担当者会議」や庁内関
係課との相互研修の実施等により、情報の
共有化を図るとともに知識の向上に努めてい
る。

可能な限り研修参加のための予算の確保に努め、知
識向上の機会の拡大を図る。また、担当者会議等、
職場内研修の充実を図り、職員相互の議論、検討を
通じて職員の育成を図っていく。

3 産業部 農政課 17 意見3

必要書類の確認欄にチェックが記載されていないものや連
絡記録を記載するはずの摘要欄が空欄のものが発見され
た。「書き直した場合は最新版のみが残されているため」と
のことであるが、複数回記載された場合は前回のコピーを
添付するなどして、経過が明らかになるよう対応されたい。

A　措置済
／実施済

チェックの途中で計画内容に変更が生じ、
チェック表を新たに作り直したことでそれ
までの経過等に記入漏れが生じた。

平成２２年１１月受付分から初回審査時の
チェック票を審査終了まで使用し、指導の履
歴や経過を確認できるようにしている。

農振除外は事前相談時から十分な内容確認、指導、
調整が必要であるため、相談の初期の段階から要件
の確認を十分に行うとともに、指導等の経過を確実に
記録する。

4 産業部 農政課 17 指摘1

ミーティングの議事録を作成して欠席者に回覧する等の方
法により、議事過程を明らかにするとともに情報の共有体
制を強化する必要がある。 A　措置済

／実施済

担当者会議の試行段階であり、会議の
ルールが確立されていなかったため、協
議内容の記録や欠席者への情報共有を
怠ってしまった。

「担当内打合せ記録」を作成、供覧すること
により情報共有を図っている。

担当者会議の定期実施のため、愛知県行政書士会
へ毎週水曜日の午後の来庁、相談等の自粛を依頼
し、集中した会議時間の確保に努めている。今後も担
当者会議を継続実施し、重要な判断や担当者間の情
報共有の場として充実していく。

5 産業部 農政課 18 指摘2

押印欄を設けるなどして、少なくともチェックを直接担当し
た担当者の押印は励行すべきである。 A　措置済

／実施済

従来から複数の担当で審査していたが、
様式上の問題で誰が審査したか記録され
ていなかった。

５条申請チェック表に押印欄を設け、１次審
査、２次審査の担当者が押印することとし
た。

チェック表で審査することで審査ポイントの共有と審
査レベルの同一化を図り、判断誤りの防止に努めて
いる。今後もチェック項目の改善に努め、より正確な
審査に努めていく。

6
農業委
員会事
務局

農業委員
会事務局

18 意見4

農業委員会事務局による農地区分確認について、ルール
上は、別の担当者となるように確認されることが原則となっ
ているが、業務の状況によって必ずしも遵守されていない
面があるとのことであった。複数担当者によるチェックが形
骸化しないよう、別の担当者による確認を励行されたい。

A　措置済
／実施済

組織の定員管理上、農振除外担当者が
農地転用業務を兼務せざるを得ない状況
にあり、農地転用に関する権限も併せもっ
ているため、事務の効率上同じ担当者が
農地転用の判断をしてしまった。

農振除外案件の審査は平成２２年１１月受付
分から複数名で審査を行っている。また、農
地法上の許可の見込みについては、農振担
除外当職員以外の職員で判断しており、権
限の独立性を確保している。

現状はルールどおり除外担当職員以外の農業委員
会職員で農地区分を判定している。今後もその意味
を風化させることのないよう事務を継続するとともに
確実な事務引継ぎを行っていく。

7
農業委
員会事
務局

農業委員
会事務局

20 意見5

申請された農地転用案件について、台帳を作成しておら
ず、申請案件の現在の進捗状況が一覧できない状況にあ
る。申請案件が多く、事務作業量の問題から台帳化が困
難な面もあるが、必要最低限の情報を備えた簡易版の作
成などを検討することが望まれる。

A　措置済
／実施済

申請受付期間に集中して多くの申請書が
提出されるため、忙殺されるままに台帳化
を怠ってきた。

平成２３年４月から窓口で案件書類を受け
取った際に受付簿に記入することとしており、
処理漏れの防止を図っている。

受付台帳の作成により、書類補正時の検索効率や処
理状況の把握の点で改善がなされた。今後、更に受
付台帳の改善に努め、適正な処理に努めていく。

8
農業委
員会事
務局

農業委員
会事務局

21 意見6

チェックリスト上、誰が事前協議を実施したかが明確になっ
ていないため、サインを付す等により明らかにすることが望
まれる。 A　措置済

／実施済

様式上の問題で誰が審査したか記録され
ていなかった。

チェック表に担当者と確認者の枠を設け、押
印している。

チェック表で審査することで審査ポイントの共有と審
査レベルの同一化を図り、判断誤りの防止に努めて
いる。今後もチェック項目の改善に努め、より正確な
審査に努めていく。

9
農業委
員会事
務局

農業委員
会事務局

21 意見7

権限の最高位にある局長を農業委員会専任としているた
め、一定の権限と独立性が保たれていると判断する。今後
は、座席配置の工夫やミーティング時の立場の明確化な
ど、独立性を継続して確保するための対応が望まれる。

A　措置済
／実施済

職場内のスペースや職員数、権限の兼務
の都合上、市と農業委員会事務局を完全
に分離することが困難であった。

平成２３年度から農政・農地担当の座席配置
を見直し、権限の独立性の確保に努めるとと
もに、業務分担上、農振除外事務と農地転用
事務の兼務を最低限にとどめるよう、配分を
見直した。

農振除外と農地転用は密接な関係があるため、完全
な分離はかえって判断の誤りや事務効率の低下を招
くおそれがある。職員定数上も増員は困難であること
から当分の間、現状の兼務体制をとりつつも権限の
独立性の確保に努めていく。

10
農業委
員会事
務局

農業委員
会事務局

21 意見8

農業委員に対する研修は、現在特に体系立てて行われて
いない。研修の実効性をより高めるため、体系立った研修
の開催が望まれる。 B　措置済

／決定済

試行の段階であり、その都度適当なテー
マを選定して研修を行ってきた。

平成２３年度は農業委員の改選に伴い、７月
から農地制度等に関する研修を体系的に実
施する予定である。

基礎研修については時期、内容等を体系立てて実施
していく。その後の応用研修については、委員からの
希望や個別事案の関連事項等、その都度テーマを選
定して実施していく。

－ 8 －



番号 部 課 ページ 区分 内容
①措置等
の状況

②発生原因
③措置内容
③検討中の理由
③措置等を講じない理由

④組織としての再発防止策又は改善策等

11
農業委
員会事
務局

農業委員
会事務局

22 指摘3

県との役割分担がマニュアル上不明確である以上、県との
協議事項について文書化を徹底し、判断経緯を明らかに
することが必要である。

A　措置済
／実施済

県との協議に関してルール化がされてお
らず、担当者によって記録の方法が異
なっていた。

農地転用の許可権者は県知事であることか
ら、転用の可能性について事前協議を十分
に行っている。協議結果については「調整記
録」により文書化している。

「調整記録」により文書化をしている。今後も継続しつ
つ、改善に努めていく。

12 都市整
備部

開発審査
課

24 意見9

今年度作成された相談記録を閲覧したところ、開発審査課
内での回覧状況に問題はなかったが、農政課・農業委員
会との調整については特に記録されておらず、実質口頭
ベースでの確認となっていた。農政課・農業委員会との調
整内容を相談記録等に記録する、農政課・農業委員会の
チェックリストにサインを付す等により「事前持ち回り」の記
録をより明確にすることが望まれる。

A　措置済
／実施済

開発審査課と農政課・農業委員会の間に
おいて、同一相談事案に対する許可の可
否の判断に必要な情報の共有化が図ら
れない可能性が想定される。

開発許可と農地転用許可は相互に密接な関
係があり、事前相談、申請、審査、許可の各
段階において整合性が不可欠である。その
ため、必ず書面や両課の職員が相互連絡調
整といった「所属間での情報の共有化」の名
のもとで、いわゆる「持ち回り」事務等におけ
る緊密な連携を図った上で許可手続を実施
している。

①事前相談段階及び申請段階での口頭及び調査書
（持ち回り）による同一相談事案の支障の有無（支障
有り時の詳細理由の明示）確認行為を着実に履行し
ている。
②申請直後段階及び許可直前段階においては、両
課の職員が立会いの下で、開発許可書類と農地転用
許可書類の整合性を確保するための確認行為を着
実に履行している。

13 都市整
備部

開発審査
課

25 意見10

上記通報制度が利用される案件か否か（単なる相談として
処理するか）は、複雑な法令上の判断も要するところであ
る。通報制度を利用すべき事例ではないと判断された場合
でも、社会的影響等を加味して重要と思われるものについ
ては、顛末をフォローアップするなど、慎重な対応が望まれ
る。

A　措置済
／実施済

事前相談、申請、審査、許可の各段階に
おいて、潜在的な疑義事案を発見できず
に、結果として発覚した時点での不慣れな
指導対応が想定される。

バリエーションに富んだ個別具体的事案につ
いて、組織としての統一見解を導き出すこと
により、常に一貫した対応の励行並びに法
令・審査基準の解釈運用に当たり、課員の能
力向上と平準化の定着のため、全課員参加
による担当者会議を定例開催（毎週水曜日）
している。

①疑義又は重要性のある個別具体的事案について、
必ず相談記録を作成し、対応方針の協議調整に当た
り、同僚や上司の意見や判断を踏まえ、組織としての
意思決定を導き出し、当該記録決裁の後は、全課員
の供覧を経て、常時情報の共有化に努めている。②
既に定着化している担当者会議について、個別具体
的事案の取扱いに関する情報交換や窓口対応時に
回答を保留した疑義事案の組織としての統一見解を
導き出す場として、より積極的に活用していく。

14 産業部 農政課 26 意見11

調査対象となった違反事例の発生以来、職員の法令遵守
意識も向上し、日常業務改善等、自浄努力が見られる。し
かし、担当者の交代等により再度、意識が低下する可能性
もある。違反事例を風化させないためにも、豊田市農地転
用問題調査委員会から提出された「農地転用問題調査報
告書」を今後も新任担当者に読ませる等により転用許可制
度の意義、違反の社会的影響を認識させるなどの対策が
必要である。また、それを踏まえた統制行為の必要性と意
味を理解させ、構築された統制行為を形骸化させない努力
を期待したい。

A　措置済
／実施済

人事異動により担当者が他部署に異動す
る際、十分な事務引継がなされないため
過去の問題事案が風化する。

調査報告にあった事案の発生以後、農政
課、農業委員会、開発審査課等の関係機関
で再発防止に向けた事務改善の協議を行
い、案件取下げの情報共有化や、相互研修
の実施等の対策を講じた。また、農政・農地
担当職員による「担当者会議」を毎週、定期
開催し、個別の相談案件についての協議、検
討を行い、職場内研修に努めている。

担当者会議や関係課との相互研修の実施により事
件の風化の防止に努めるとともに、事務引継書等に
より確実に後継者への引継ぎを行う。

15 都市整
備部

開発審査
課

26 意見11

調査対象となった違反事例の発生以来、職員の法令遵守
意識も向上し、日常業務改善等、自浄努力が見られる。し
かし、担当者の交代等により再度、意識が低下する可能性
もある。違反事例を風化させないためにも、豊田市農地転
用問題調査委員会から提出された「農地転用問題調査報
告書」を今後も新任担当者に読ませる等により転用許可制
度の意義、違反の社会的影響を認識させるなどの対策が
必要である。また、それを踏まえた統制行為の必要性と意
味を理解させ、構築された統制行為を形骸化させない努力
を期待したい。

A　措置済
／実施済

人事異動等による担当者の交代等が、開
発許可制度の意義、違反行為の社会的
影響等の認識不足を生じやすくし、結果と
して法令遵守意識や業務改善意識が低
下又は形骸化する可能性もある。

「農地転用問題調査報告書」に係る発生原因
や再発防止策を整理し、開発審査課の事務
執行実態を検証し、適正かつ公正な開発・建
築許可事務の執行の一助とすべく「開発許可
事務検証レポート」を取りまとめた（平成２３
年３月）。

今回取りまとめた「開発許可事務検証レポート」をテ
キストとして、課内研修（平成２３年３月）及び所管業
務説明（平成２３年５月）を実施済であり、今後も年度
当初等の転入職員等を対象にした所管業務説明に
て周知徹底を図っていく。

16
農業委
員会事
務局

農業委員
会事務局

26 意見11

調査対象となった違反事例の発生以来、職員の法令遵守
意識も向上し、日常業務改善等、自浄努力が見られる。し
かし、担当者の交代等により再度、意識が低下する可能性
もある。違反事例を風化させないためにも、豊田市農地転
用問題調査委員会から提出された「農地転用問題調査報
告書」を今後も新任担当者に読ませる等により転用許可制
度の意義、違反の社会的影響を認識させるなどの対策が
必要である。また、それを踏まえた統制行為の必要性と意
味を理解させ、構築された統制行為を形骸化させない努力
を期待したい。

A　措置済
／実施済

人事異動により担当者が他部署に異動す
る際、十分な事務引継がなされないため
過去の問題事案が風化する。

調査報告にあった事案の発生以後、農政
課、農業委員会、開発審査課等の関係機関
で再発防止に向けた事務改善の協議を行
い、案件取下げの情報共有化や、相互研修
の実施等の対策を講じた。また、農政・農地
担当職員による「担当者会議」を毎週、定期
開催し、個別の相談案件についての協議、検
討を行い、職場内研修に努めている。

担当者会議や関係課との相互研修の実施により事
件の風化の防止に努めるとともに、事務引継書等に
より確実に後継者への引継ぎを行う。

－ 9 －



○出資団体監査

番号 部 課 出資団体名 ページ 件名 内容
①措置等の

状況
②発生原因

③措置内容
③検討中の理由
③措置等を講じない理由

④組織としての再発防止策又は改善策等

1 都市整備部
都市整備
課

豊田市駅前
開発（株）

28 会計処理及び帳票の
整理状況の検討

修繕引当金については、合理的な金額として
見積もったものであるとは言えず、引当金の
計上要件を満たしていないため取り崩す必要
がある。

C　未措置／
検討中

当初から将来の修繕、空室に備え計上してき
た。

各部分の延命政策をとるよう修繕計画作成
中であるため

「中小企業の会計に関する指針」に基づくとと
もに、税理士と相談し執行していく。

2 都市整備部
都市整備
課

豊田市駅前
開発（株）

28 会計処理及び帳票の
整理状況の検討

賞与引当金が計上されていない。期末手当、
勤勉手当は基準日以前6か月の期間を支給
対象期間として計算していることからすると、
支給対象期間は12月から5月、6月から11月
であるため、平成22年3月末に6か月分のう
ちの4か月分（平成21年12月～平成22年3月
分）を賞与引当金として計上する必要があ
る。

C　未措置／
検討中

人件費は継続性があり合理的と判断して賞
与引当金は計上してこなかった。

取締役(権利者)との合意調整が必要なため 「中小企業の会計に関する指針」に基づくとと
もに、税理士と相談し執行していく。

3 都市整備部
都市整備
課

豊田市駅前
開発（株）

28 会計処理及び帳票の
整理状況の検討

役員退職慰労引当金が計上されていない。
役員退職慰労金規程があり支給実績もある
ので計上する必要がある。

C　未措置／
検討中

合理的と判断して計上してこなかった。 取締役(権利者)との合意調整が必要なため 「中小企業の会計に関する指針」に基づくとと
もに、税理士と相談し執行していく。

4 都市整備部
都市整備
課

（財）豊田市
都市整備公
社

28 会計処理及び帳票の
整理状況の検討

豊田市中心市街地「自動車の共同利用に関
する調査委託」において、アンケートの協力
のお礼として、500円の図書カードが配付さ
れていた。配付数は601件で回収数は403
件、未回収数は198件となっている。この程
度の調査内容のアンケートに対し、1件当たり
500円の図書カードを配付するような方法は
好ましくない。

B　措置済／
決定済

同調査については、不特定多数の人々が調
査対象ではなく、特定の地区の居住者及び
事業所を対象に実施したものである。そのた
め、調査票の回収率を上げることを目的に、
他の団体等が実施した同様の調査の例等を
参考に、必要と判断して配布したものであ
る。

今後同様の調査等を実施する場合には、今
回のご意見を参考に、判断する。

今回のご意見を事例とし、組織でこれまで以
上に検討して適切な判断をする。

5 都市整備部
都市整備
課

（財）豊田市
都市整備公
社

28 財産管理の適否の検
討

耐火金庫について日中の施錠が徹底されて
いない。印章や通帳等が保管されており、日
中も施錠する必要がある。 A　措置済／

実施済

これまでも極力施錠していたが、頻繁に開錠
が予定されるときなどは、職員の目は行き届
いているとの判断もあり、１００％の徹底はな
されていなかった。

監査後、直ちに日中の施錠を徹底することと
し、業務時間中も開錠が必要な場合は、総務
課職員が鍵とダイヤルにより開錠し、用件終
了後は直ちに施錠するよう１００％の徹底を
実施した。

総務課担当者及び係長、必要に応じて事務
局長が随時日中の施錠状況を確認し、徹底
する。

6 都市整備部
都市整備
課

豊田市駅前
開発（株）

28 財産管理の適否の検
討

投資有価証券は取得価格で計上されている
が、取得時の経過利息支払分について取得
価格に含めている。経過利息支払分は仮払
金等の勘定科目で処理し、初回の受取利息
から控除する必要がある。

C　未措置／
検討中

取得にかかった費用は、全て有価証券の帳
簿価格としてもいいと判断し、経過利息も含
め帳簿価格としていた。

取締役(権利者)との合意調整が必要なため 「中小企業の会計に関する指針」に基づくとと
もに、税理士と相談し執行していく。

7 都市整備部
都市整備
課

豊田市駅前
開発（株）

28 財産管理の適否の検
討

差入保証金は取得価格で計上されている
が、契約書によると、「資産を賃借するために
支出した権利金等」の「その他の権利金等」
に該当するので、賃借期間で償却して、平成
22年3月現在での簿価とする必要がある。

D　未措置／
未実施決定
済

ご指摘の内容は、「資産を賃借するために支
出した権利金等」とあり、この物件は、賃借で
はなく購入したものであるため該当するもの
ではない。

8 建設部 公園課
（財）豊田市
公園緑地協
会

29 財産管理の適否の検
討

西山公園事務所において切手・はがき、鞍ケ
池公園事務所にて切手・収入印紙が保管さ
れているが、これらの期末残高について、決
算書上の貯蔵品として計上されていない。ま
た、定期的に数量確認を行っているが、期末
日に特に実施していない。
期末日の数量確認を実施するとともに、期末
残高について、決算書上資産として計上する
必要がある。

A　措置済／
実施済

決算書の作成は顧問税理士の指導を受けて
行っているが、切手、はがき、収入印紙の期
末残高の取扱いについては、比較的少額で
あるとの判断から、貯蔵品としての計上まで
は行っていなかった。

西山、鞍ケ池公園にある切手、はがき、収入
印紙について、平成２２年度末時点で残高を
確認し、貯蔵品として決算書に計上した。

切手等について年度末時点での数量確認、
貯蔵品計上をし、顧問税理士が確認する。

9 都市整備部
都市整備
課

（財）豊田市
都市整備公
社

29 決算書類の作成及び
表示の検討

法人税等が、経常費用の「租税公課」で計上
されているが、本来は当期経常外増減額の
後に「法人税、住民税及び事業税」として表
示する必要がある。

A　措置済／
実施済

これまで設定した科目等をそのまま踏襲して
しまっていたことによるものである。

ご指摘に基づき、平成２２年度決算書から、
表示を改めて作成した。

公益法人会計基準等を複数の職員でより詳
しく検討するとともに、収益事業を行っている
類似法人の事例も参考に、より一層の改善を
図る。

－ 10 －



番号 部 課 出資団体名 ページ 件名 内容
①措置等の

状況
②発生原因

③措置内容
③検討中の理由
③措置等を講じない理由

④組織としての再発防止策又は改善策等

10 都市整備部
都市整備
課

（財）豊田市
都市整備公
社

29 決算書類の作成及び
表示の検討

貸倒引当金繰戻額が、経常収益の事業収益
に計上されているが、経常費用の貸倒引当
金繰入額と相殺して表示する必要がある。

A　措置済／
実施済

相殺表示とせず、個別に表示した方がより詳
細な表示になるものと誤って判断していたこ
とによるものでした。

ご指摘に基づき、平成２２年度決算書から、
表示を改めて作成した。

公益法人会計基準及びその運用等を複数の
職員でより詳しく検討し、一層の改善を図る。

11 都市整備部
都市整備
課

豊田市駅前
開発（株）

29 決算書類の作成及び
表示の検討

共有者会修繕積立金は、法的権利がある無
形の資産ではないので、無形固定資産では
なく投資その他の資産として区分する必要が
ある。

A　措置済／
実施済

会計科目の趣旨の理解が十分でなかったた
め

平成22,年度　決算書から共有者会修繕積立
金は、投資その他の資産として計上した。

「中小企業の会計に関する指針」に基づくとと
もに、税理士と相談し執行していく。

12 都市整備部
都市整備
課

豊田市駅前
開発（株）

29 決算書類の作成及び
表示の検討

決算書の注記で、有価証券の評価基準及び
評価方法が「個別法による原価法」となって
いるが、税務上も届出を行っておらず、経理
規程どおり「移動平均法による原価法」とする
ことが必要である。

A　措置済／
実施済

会計科目の趣旨の理解が十分でなかったた
め

平成22年度　決算書の注記の、有価証券の
評価基準及び評価方法を、「移動平均法によ
る原価法」に変更した。

「中小企業の会計に関する指針」に基づくとと
もに、税理士と相談し執行していく。

13 建設部 公園課
（財）豊田市
公園緑地協
会

29 決算書類の作成及び
表示の検討

特定資産は、「特定の目的のために預金、有
価証券を有する場合」に用いる勘定科目であ
る。みどりの推進基金は特定資産として区分
されているが、特定の目的が明確ではない。
財産として維持する必要のある資産であれ
ば、基本財産に区分する必要がある。なお、
寄附行為にその旨を記載することが必要で
ある。

C　未措置／
検討中

みどりの推進基金は市民に緑化啓発を図る
という目的をもって設置されたものであり、財
団法人設立の原資である基本財産とは性質
を異にしていることから、区別して取り扱うべ
きものと認識していた。

寄附行為の変更を伴う指摘のため、主務官
庁である愛知県の指導を仰ぎながら対応を
検討する。
なお、平成２３年３月に公表された「豊田市協
会公社等改革ビジョン」において、当協会に
ついて「平成２４年度末での法人の廃止を検
討すべきである」　と提言されたことから、寄
附行為規定の変更を伴うこの基本財産に関
する本指摘については、当協会のあり方を検
討する中で併せて議論することとする。

法人会計に関して、取扱いの基準を顧問税
理士のほか、各種研修への参加などを通じ
て知識の習得に努める。

14 建設部 公園課
（財）豊田市
公園緑地協
会

29 決算書類の作成及び
表示の検討

支払準備預金は、その他の固定資産として
区分されている。内容は普通預金で流動性
が高い預金であるため、流動資産の現金預
金に含めて表示する必要がある。

A　措置済／
実施済

支払準備預金について、特定の債務の返済
に充てるもののみを計上できるとの認識がな
かったため、支払用の資産を債務の内容に
関わらず計上していた。

平成２２年度補正予算で、支払準備預金は
借入金に対する返済額を残して、他は流動
資産に移行した。

平成２２年度の補正後の予算により、平成２
２年度決算、平成２３年度予算を作成してお
り、今後もこれに倣って予算、決算事務を行
う。

15 建設部 公園課 30
担当部署による指定
管理者の管理状況の
検討

指定管理に係る基本協定書上、豊田市（担
当部署）は、指定管理者の提出した事業報告
書に基づき、業務実施状況の確認を行うこと
となっている。しかし、担当部署において当該
確認時の指導記録が保管されていない。確
認内容や指導内容を記録した書類を保管す
べきである。

A　措置済／
実施済

指定管理の事業実績は事業報告書により確
認しているが、実施状況が、不明な箇所は口
頭にて確認を行っていた。

確認内容や指導内容を記録した確認記録書
を作成し、保管する。
（平成22年12月から実施）

業務報告時に文書化し、報告書とともに決裁
を受ける。

16 建設部 公園課 30 指定管理者による管
理運営業務の検討

西山公園において、豊田市物品管理事務細
則第3条に規定する備品シールが貼付されて
いない物品（備品番号00-12998車椅子）が
あった。備品シールの貼付を徹底する必要が
ある。

A　措置済／
実施済

購入したときに備品登録を行ったが、シール
を貼り忘れていた。

物品を確認し、備品シールを貼付けした。
（平成２３年３月に実施）

備品登録の決裁時に決定者がシールの貼付
を確認する。

17 建設部 公園課 30 指定管理者による管
理運営業務の検討

西山公園及び鞍ヶ池公園において、修理不
能で事業の用に供していない備品（備品番号
00-12950エンジン刈払機、00-13670、00-
13671自動券売機）があった。使用に耐えな
いものは価値がないので、物品事故報告書
を作成して台帳から削除すべきである。

A　措置済／
実施済

再度利用する可能性があったので、備品台
帳から削除していなかった。

物品を確認し、使用不能なものは備品台帳
から削除する。
（刈払機は削除。平成２３年６月予定）

使用不能になった時点で、処分時期、方法を
明示しておく（一時保存する場合があるた
め）。

18 建設部 公園課 30 指定管理者による管
理運営業務の検討

西山公園の倉庫で、備品台帳に掲載されて
いないが備品として計上される範囲に入る可
能性がある芝刈機があった。計上すべきもの
か確認する必要がある。

A　措置済／
実施済

芝刈機は、購入時の備品台帳への登録忘れ
か、使用不能になり備品から削除したのか不
明である。

芝刈機は修理し、使用可能になったため、備
品登録する。
（平成２３年６月予定）

故障した備品は早く修理し、修理不能なもの
は処分時期、方法を明示しておく。

19 建設部 公園課 30 指定管理者による管
理運営業務の検討

鞍ヶ池公園の平成22年3月末日の備品台帳
から、平成17年4月22日に死亡した赤カンガ
ルーが削除されていなかった。備品台帳の見
直しが必要である。

A　措置済／
実施済

カンガルーが死亡したときに備品台帳からの
削除を忘れていた。

死亡したカンガルーは備品台帳から削除し、
鞍ケ池公園全体の備品動物の確認を行っ
た。
（平成２３年３月）

備品動物は、数は多くないが出入りがあるの
で、購入しない場合でも年に１度見直しを行
う。
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